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合格の最重要ポイント確認事項 

（科目共通） 
 

 

 
① 人物は全科目で出題の可能性あり。「人物＋キーワード＋名言＋著書名」を

セットで覚える。 

② 心理学の実験 ➡ 実験名＋人物＋どういうことを導きだした実験か＋キーワード 

③ 条約や宣言等歴史的な事項は順番が問われることが多いので、縦軸で年表のよ

うな表で覚える。 

④ 数字は重要 ➡ 職員の数、施設の部屋の大きさ、収容人員など。 

⑤ 日本が条約を批准
ひじゅん

した年号を覚える。➡ 批准は、国家が条約に拘束されること

に同意する手続き。法律と条約では条約が上位。国内法を改正して条約を批准する

流れとなる。日本では、国会での承認後天皇の認証を受け内閣が実施。（→  年月

が経つことが多い。） 
（補足）日本は、条約に関して、憲法に対しては劣位、法律に対しては優位する効

力を認めている国。「憲法」は国の最高法規であり、法律の上位に位置する。ま

た、「憲法」とは国民による国家に対するルールである。「法律」とは国家による

国民に対するルールである。法律は、最高法規である憲法を犯さないように制限さ

れながら立法されている。などの基本も確認しておく。 
⑥法律系では法定化された年号などを覚える。 

⑦ 年号は全て覚える必要はないが、重要な項目の年号を中心に前後などの項目の

順番を覚える。（主要法律の制定された順番を年号順に覚える。最近この出題多

い。） 

⑧ 条文 ➡ 穴埋めに対応できるようにキーワードを覚える。 

⑨ 実施主体（都道府県、市町村、国なのか） 

⑩ 設置（どこに設置が義務づけられているのか。ｏｒ 義務設置なのか任意設置な

のか。） 

⑪ 根拠法（～法施行規則、基準等）をセットで覚える。（児童福祉法、憲法、教

育基本法等） 

⑫ 条文の語尾に注意 ➡ 条文を読む時には条文の語尾に注目 

(1)「～努めなければならない」⇒ 「努力義務」（違反しても罰則の対象とはな

らない。法的な制裁は受けない。当然そうすべきでありそのように努めなれけ

ればならないものとして規定されている物事を指す。 
(2)「～しなければならない」⇒「義務」（定められた規定を履行しなかった場合

は法律違反となり罰則が科せられる。 
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＜レディネス＞ 

 ある行動を習得す

るために必要な条件

（身体的・生理的成

熟、興味、関心、知

識など）が準備され

ている状態をいう。 

 
 

保育の心理学 
 

 
 

第１章 発達を規定する要因 
 
 
ロック（Locke,J.）は、人間が外界を認識する際に用いる観

念は、生得的
せいとくてき

（生まれながら）に備わっているのではなく、経

験的に獲得されるものだと考え、子どもはタブラ・ラサとよば

れる白紙状態で生まれ、その後、成長とともに経験により、観

念や性格、能力が形成されるという経験論を提唱しました。 

一方、デカルト（Descartes,R.）は、人間の精神には生得的

にさまざまな原理が備わっているという生得説を唱えました。 

 

遺伝論  

 

ポ イ ン ト 

 

・ ゲゼル（Gesell,A.L．）－ 成熟優位説 

 双生児統制法による階段登りの実験 

 

 

遺伝論とは、発達の基本的な様態と順序は環境によって変わ

ることはなく、人が生まれながらにもつ遺伝的な素質や生物学

的な要因が、一定の秩序で時間の経過に伴って自然にあらわれ

てくるという考え方です。 

遺伝論の立場に立ち、成熟優位説を掲げたのは、アメリカの

発達心理学者・ゲゼル（Gesell,A.L．）です。ゲゼルは、トン

プソン（Thompson,H.）とともに、双生児統制法による階段登り

の実験を行い、発達には早い時期からの訓練が必ずしも有効と

はならず、レディネス（成熟状態）に到達する以前に訓練を
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重要人物と歴史（科目共通） 
 

 

 

 
 

 

 

 

◆ 保育士試験で人物や歴史は頻出事項で重要です。科目を跨いで出題されます

ので、各科目共通の重要事項として整理して覚えることが重要です。 

 
 

 

子ども観の歴史 
 

1994（平成６）年に日本が批准した「児童の権利に関す

る条約」は、子どもを「保護の対象」としてだけではな

く、「権利の主体」として捉えることを基本としていま

す。しかし、このような子ども観は近年になって確立した

ものにすぎません。今日に至るまでの子ども観の概要は以

下のようになります。 

 

子ども観 内  容 

前成説 

 子どもの体や思考・感情は、初めから大人と同じ

ようにつくられており、子どもと大人との間には、

何も本質的な違いはない。 

環境説 

（ロック（Locke,J.）） 

 子どもは生まれたときには白紙（タブラ・ラサ）

のような状態であって、すべての知識の起源は外的

感覚経験と内的反省にあり、子どもは経験によって

どのような形にも変化し得る。 

子どもの権利 

ポ イ ン ト 

１ 子ども観の歴史 
ぜんせい 

前成説、環境説、自然説、成熟理論 

２ 児童の権利に関する諸規範 

「児童憲章」、「児童権利宣言」、「児童の権利に関する条約」 
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自然説 

（ルソー

（Rousseau,J.J.）） 

 子どもは、自然の計画に従って、自ら学び、成長

していく力をもっているのであり、子どもには子ど

も自身の感情や思考がある。 

成熟理論 

（ゲゼル

（Gesell,A.L.）） 

 子どもの発達は、その出生前も出生後も、遺伝子

の作用によって方向づけられる。（心理学第1章参

照） 

 

 

 
 

オーベルラン 

 
オーベルラン（Oberlin,J.F.）は、1779 年、フランスの

一地方に、世界で一番古い幼児教育機関とされる「幼児保 

護所」を設立しました。 

「幼児保護所」は、親の労働中に放置された子どもたち

が悪習に染まることから守り、適切な保護と教育を行うこ

とを目的としていました。つまり、託児機関であると同時

に教育機関でもありました。教育内容は聖書の中の格言や

讃美歌などの宗教教育、方言の矯正や自宅周辺の地理など

の授業、布の分類や折り紙などの作業、球遊びや輪投げな

どの遊戯と運動でした。 

牧師・オーベルランは、貧困の根本的改革には教育が重

要であると考え、子どもだけでなく成人を対象とした教育も

行うほか、生活向上を目的とした道路の敷設などの事業も行

いました。 

 

オーウェン 

 
イギリスでは、産業革命の時代に婦人や子どもまで労働し

なければならなくなり、その結果、子どもの生活の乱れなど

が社会問題となりました。このような社会問題に対応するた

め、オーウェン（Owen,R.）は自分が経営するニューラナーク

の紡績工場に、1816 年、「性格形成新学院」を開設しました。 

諸外国の保育の歴史 




